
 

感対第１６２－９号 

令和７年５月２８日 

 

 各保健所長  様 

 

埼玉県保健医療部長  縄田 敬子 

（ 公 印 省 略 ） 

 

新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等に係る取扱いについて 

 

 本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。 

 新型コロナウイルス感染症患者に対する医療費公費支援（いわゆる 28 公費）の適用です

が、検査・外来・（旧）入院医療費については令和５年５月７日、治療薬・（新）入院医療費

については令和６年３月 31 日をもって終了したことは御承知いただいていることと存じま

す。 

 多くの医療機関におかれましては、既に 28 公費に関するレセプト請求を終えていること

と思われますが、現在も一部医療機関からの請求又は審査が続いているところです。 

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を財源とする、外来(28110609)・治療薬

(28110807)・（新）入院医療費(28110708)の埼玉県への請求については、令和７年３月 27 日

の通知にて、令和７年度の取扱いとして、新規請求については県に相談すること及び再審査

請求については請求を受け付けることを周知したところです。 

 一方、今般、厚生労働省より別添のとおり公費支援に関する請求の取扱いについて事務連

絡がありました。 

 当面の間、審査支払機関に提出された全ての請求（再審査請求を含む）について、医療機

関へ返戻又は保留するよう審査支払機関に依頼する内容となっております。 

 県といたしましても、国による当面の取扱いに基づき対応することといたしますので、管

内の埼玉県医師会非会員医療機関への周知のほどよろしくお願いいたします。 

 なお、検査（28110500 他）・（旧）入院医療費（28110005 他）につきましては、当該厚生

労働省の事務連絡の取扱いには該当いたしません。引き続き速やかな請求をお願いいたし

ます。 

 

 

                      担当 ：感染症対策課 総務・補助金担当 

                      電話 ：０４８－８３０－７５００ 

                      Email：a7500-14@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a7500-14@pref.saitama.lg.jp


 

 

   

 

 

  

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

             

 
 

 

                         


